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 2050年の二酸化炭素排出量実質ゼロを長期目標とし、
目標年度を2030年度、中期目標年度を2040年度とする。

 長期目標達成に向け、バックキャストの手法により、目標年度及び中期目標年度の目標を設定する。

 建築物の省エネルギー化、次世代自動車の普及、再生可能エネルギー等の導入等、
様々な手法を組み合わせ、市域全体の脱炭素化に取り組む。
※再生可能エネルギー等の導入についても目標や施策を盛り込むこととし、
「千葉市再生可能エネルギー等導入計画 改定版（平成30年6月策定）」は廃止とする。

 適応策に関する施策を盛り込むこととする。
※気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画として位置付ける。

０ 策定の方向性（再掲）



１ 策定にあたっての基本的な考え方
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令和４年4月１日施行予定の「地球温暖化対策の推進に関する法律」（改正温対法）において、パリ協定・2050年
カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設及び地方公共団体実行計画において施策の実施に関する目標
を定めること等が追加されたこと、また本市においても「千葉市気候危機行動宣言」の中で、2050年の二酸化炭素
排出量実質ゼロを目指すこととしたことを踏まえ、新たな実行計画を策定する。

ア 名称
（仮称）次期千葉市地球温暖化対策実行計画

イ 計画期間
令和５年度（2023年度）～令和１２年度（2030年度）

ウ 基準年度・目標年度
基準年度：2013年度
目標年度：2030年度（中期目標年度：2040年度 長期目標年度：2050年度）

エ 関連する計画との整合性の確保
・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（2022年度改定予定）
・下水道における地球温暖化防止推進計画（2021年4月改定）



２ 策定プロセス
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ア 地球温暖化対策専門委員会（環境審議会に設置された機関）
・新たな実行計画の目標設定や素案等についての検討

イ 庁内
・緩和策及び適応策における庁内連絡会議にて、関係課との意識共有、施策の検討を実施

ウ 民間事業者等
・ヒアリングの実施
対象：大手事業者、地球環境保全協定締結事業者を想定

エ 市民
・アンケートやワークショップの実施
・パブリックコメントの実施



２ 策定プロセス
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実施内容

2021年度 環境審議会（諮問） 9月

第１回 専門委員会（現行計画の実施状況・次期計画の施策体系について） 11月

基礎調査 12月～3月

第２回 専門委員会（策定方針の検討） ３月

2022年度 環境審議会（中間報告①） ４月

第３回 専門委員会（計画素案について） ８月

環境審議会（中間報告②） ８月

第４回 専門委員会（計画案について） 12月

環境審議会（答申） １月

パブリックコメント ２月～３月

計画策定及び公表 ３月

2023年度 計画スタート



３ 策定の方向性 ご議論いただきたい内容
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３ 策定の方向性
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柱ごとの取組の方向性
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３ 策定の方向性
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ご議論いただきたい内容



３ 策定の方向性
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ご議論いただきたい内容
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３ 策定の方向性


